
 

習志野市幼稚園運営費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、幼稚園の健全な運営及び児童の教育・保育の内容の向上を目的とし

た、習志野市幼稚園運営費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、習志野市補

助金等交付規則（平成２０年規則第１２号。以下「交付規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (１) 幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第４条の規定によ

り千葉県知事の認可を得て設置されている法第１条に規定される施設で、子ども・子育

て支援法第３１条第１項に規定される確認を受けたものをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、市内に幼稚園を設置する者とする。 

 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の額は、各号で規定する方法で算出した各補助対象事業の補助額を合計し

た額とする。ただし、補助金の額は予算の範囲内において市長が定める金額とし、千円未

満は切り捨てるものとする。 

（１） 各補助対象事業について、補助事業内容・対象経費及び補助基準額は、別表第１ 

に定めるところによる。 

（２） 各補助対象事業の補助額は、補助基準額に定められる単位において、補助基準額

と補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額と

する。 

 

（交付の条件） 

第５条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために、次の各号のとおり条件を付するも

のとする。 

(１) 関係法令等に従い、適正な施設運営を行うこと。 

(２) 補助対象事業に係る収支予算書、事業計画書、決算報告書及び事業報告書を事業

完了後５年間保管しておくこと。 

(３) その他市長が必要と認める条件 

  



 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の表に定める区分に従い、習志野市幼

稚園運営費補助金交付申請書（別記第１号様式）を当該年度の３月末日までに市長に

提出しなければならない。  

補助対象期間 区分 

４月から９月まで 第１期 

１０月から翌年３月まで 第２期 

２ 別表第１に定める９から１３の事業の区分は、前項の規定にかかわらず、４月から翌年３

月までを第２期とする 。 

３ 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び交付申請に係る添付書類一覧（別

表第２）に定める書類 を添付しなければならない。 

(１) 習志野市幼稚園運営費補助金補助額一覧表（別記第２号様式） 

(２) 習志野市幼稚園運営費補助金支出額内訳書（別記第３号様式） 

 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、習志野市幼稚園運営費補助金実績報

告書（別記第４号様式）に前条第３項第２号及び第３号に規定する書類及び実績報告に

係る添付書類一覧（別表第３）に定める書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が認めるものについては、前条に定める交付の申請（こ

の項の適用を受けようとする旨を記載したものに限る。）及び実績報告に係る添付書類一

覧に定める書類の提出をもって実績報告に代えることができる。 

 

（交付の特例) 

第８条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


